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２ 欠席議員 なし 

３ 地方自治法第２９２条において準用する同法第１２１条の規定により説明のため

出席した者の職氏名 

管 理 者  宮 島 壽 男    副 管 理 者  花 田 勝 重 
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兼 教 務 主 任       
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４ オブザーバーとして出席した者の職氏名 

[東海市] 

健康福祉監  橘   洋 子    環境経済部長  小笠原 尚 一 

 [知多市] 
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６ 議事日程 
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歳出決算認定について 



４ 

１１ 認定６ 令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定について 

７ 会議に付した事件 

議事日程に同じである。 
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（１１月２２日 午後１時３０分 開会） 

議長（北川明夫） 

皆様こんにちは。おそろいでございます。定例会を始めたいと思います。 

本日は、御多忙の中、御参集いただき、大変、ありがとうございます。御苦労さ

までございます。 

 現在の出席議員は１４人でございます。定足数に達しており、会議は成立いたし

ます。 

ただいまから、令和６年第３回西知多医療厚生組合議会定例会を開会いたします。 

会議に先立ち、管理者から御挨拶をいただきます。 

管理者（宮島壽男） 

ただいま議長のお許しをいただきましたので、開会に当たり、一言御挨拶を申し

上げます。 

本日は、令和６年第３回西知多医療厚生組合議会定例会の開会をお願いいたしま

したところ、御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日、御提案いたしておりますのは、「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業

会計継続費精算報告書について」をはじめ、７件の議案でございます。何とぞ、十

分な御審議をいただき、御議決を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございま

すが、開会の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

議長（北川明夫） 

  ありがとうございました。それでは、これより会議に入ります。 

本日の議事日程につきましては、配付いたしました議事日程表のとおり進めたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                 

議長（北川明夫） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第

７３条の規定により、５番 工藤政明議員、１１番 泉清秀議員を指名いたします。 

                                 

議長（北川明夫） 

日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 
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 お諮りいたします。今回の定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  御異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしました。 

                                 

議長（北川明夫） 

  日程第３「諸般の報告について」を議題といたします。 

地方自治法第２９２条において準用する同法第２３５条の２第３項の規定により、

監査委員から議長のもとに、令和６年３月分から８月分までの例月出納検査結果報

告、及び、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定による

資金不足比率についての報告が提出されましたが、お手元にお配りしたとおりでご

ざいますので、これをもって報告に代えさせていただきます。 

                               

議長（北川明夫） 

  日程第４「一般質問について」を議題といたします。 

配付いたしました一般質問通告一覧の順序に従い、質問をしていただきます。 

  なお、質問時間は、質問、答弁、要望を含め１人３０分以内ですので、よろしく

お願いいたします。 

残り時間の表示につきましては、２５分を経過するまでは５分刻みで表示し、５

分を切った時点からは１分刻みで表示し、残り時間がなくなりますと卓上ベルでお

知らせいたします。 

それでは、一般質問に入ります。 

３番中村義幸議員の発言を許します。 

３番（中村義幸） 

  議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。 

  西知多クリーンセンターの料金収納について、質問させていただきます。 

  質問要旨といたしましては、東海市清掃センターでは、市の草木業務の委託業者

に対して処理費等が減免であったが、西知多クリーンセンターに移行してからは有

料になり、その都度現金での支払いが必要であります。作業員さん、ダンプの運転

手などに現金を持たせてその都度扱うというようなことで、セキュリティーの面で
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も、業務効率化の面でも後払いにしたほうがよいと思われます。 

公共施設のキャッシュレス化はデジタル化とともに市民サービスの向上のために

なるということで時代の大きな流れであるということも考えられます。月ぎめ後払

いによる支払いを可能にする考えはあるかどうかをお尋ねいたします。 

管理者（宮島壽男） 

  中村義幸議員の御質問にお答えいたします。 

  質問事項１、「西知多クリーンセンターの料金収納について」でございますが、

本年 7月に供用開始をしたところでございますが、西知多クリーンセンターでは、

施設利用者が快適に利用できるよう車番受付システムの導入や、複数の自動精算機

を設置することで、受付からごみ手数料の収納までをスムーズに行うことができる

よう配慮しているところでございます。 

  また、両市で行われていたごみ処理事業を本組合に引き継ぐに当たり、ごみの搬

入方法や手数料の収納方法などの事務を統一するとともに、利用者が円滑に施設を

利用いただけるよう、運営に努めているところでございます。 

  質問事項に対する答弁につきましては、総務部長から答弁させますので、よろし

くお願いいたします。 

総務部長（加藤由裕） 

  質問事項１、「西知多クリーンセンターの料金収納について」の１点目、「ごみ

処理手数料の月ぎめ後払いについて」でございますが、西知多クリーンセンターに

おける一般廃棄物処理手数料の料金収納については、両市の現状や近隣の状況を参

考にしながら、東海市、知多市及び組合の３者で実施方法を協議する中で、認定や

請求、収納、滞納整理の事務料及び各事務に係る費用を総合的に判断いたしまして、

西知多クリーンセンターの自動精算機での現金払いを基本とさせていただいており

ます。その上で、東海市や知多市、事業系一般廃棄物収集運搬許可業者のほか、シ

ルバー人材センター等の公共的団体については、月ぎめ後払いとする運用を行って

います。 

  両市の委託業者については、現在、月ぎめ後払いの対応としておりませんが、今

後、月ぎめ後払いとする事業者の範囲、認定方法、請求から滞納整理義務までの実

施方法などの課題を整理し、調査研究してまいります。 

  以上でございます。 
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議長（北川明夫） 

  中村議員、再質問又は要望がありましたら発言を許します。 

３番（中村義幸） 

  特にございません。 

議長（北川明夫） 

  以上で、中村義幸議員の一般質問を終わります。 

  以上をもちまして、一般質問を終わります。 

                             

議長（北川明夫） 

日程第５、報告第１号「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精算

報告書について」を議題といたします。 

報告者から説明を願います。 

病院事務局長（許斐正啓） 

報告第１号、「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計継続費精算報告書に

ついて」御説明申し上げます。 

令和４年度予算において継続費で計上いたしました「新駅接続道整備事業」につ

きまして事業が完了いたしましたので、地方公営企業法施行令第１８条の２第２項

の規定により報告するものでございます。 

１枚めくっていただき２ページを御覧ください。 

１款資本的支出１項建設改良費、新駅接続道整備事業におきまして、事業費は全

て令和５年度に執行したのもので、予算額は左から５行目でございますが、２億３,

３６５万円に対し、実績は右の３ページの１行目でございますが、２億３,２９５万

６，０００円となりました。 

財源内訳といたしましては、企業債が１億４,１１０万円、市負担金が９，１７０

万円、その他が１５万６，０００円でございます。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（北川明夫） 

これより質疑に入ります。質疑に当たっては、自己の意見を述べることができま

せんのでお願いいたします。それでは、質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

以上で、報告第１号の報告を終わります。 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（北川明夫） 

  続きまして、日程第６、認定第１号「令和５年度西知多医療厚生組合一般会計歳

入歳出決算認定について」から、日程第１１、認定第６号「令和５年度西知多医療

厚生組合病院事業会計決算認定について」までの６議案を一括議題といたします。 

議事日程の順序に従い、提出者から提案理由の説明を願います。 

総務部長（加藤由裕） 

ただいま上程されました、認定第１号「令和５年度西知多医療厚生組合一般会計

歳入歳出決算認定について」、認定第２号「令和５年度西知多医療厚生組合し尿処

理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、認定第３号「令和５年度西知多医療

厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」、認定第４号「令和５

年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入歳出決算認定について」及

び認定第５号「令和５年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出

決算認定について」は、地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第

３項の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 

初めに、認定第１号「令和５年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定

について」御説明申し上げます。 

一般会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額３９億７，４３１万９，２３６

円、歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額３９億６，７５７万１，１４

８円で、３ページ下の歳入歳出差引き残額は６７４万８，０８８円でございます。 

詳細につきましては、総務課長から御説明申し上げます。 

総務課長（岸本一昭） 

令和５年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算の補足説明につきましては、

事項別明細書により御説明いたします。 

歳入から御説明いたします。６ページ及び７ページをお願いいたします。 

１款分担金及び負担金の１項１目１節負担金は、予算現額３９億７，０３６万円
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に対しまして、収入済額は、予算と同額の３９億７，０３６万円でございます。 

内訳といたしましては、組合規約第１１条の規定による負担割合に基づき算出し

た額として、備考に記載の６会計分の合計で、構成市別では東海市から２４億１，

７２６万５，６３６円を、知多市から１５億５，３０９万４，３６４円を負担して

いただいたものでございます。 

２款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額１２０万円に対し、収入済額は３

０３万７，０９９円でございます。 

３款諸収入は、予算現額７２万２，０００円に対し、収入済額は９２万２，１３

７円でございます。 

８ページ及び９ページをお願いいたします。 

表の一番下、歳入合計は、予算現額３９億７，２２８万２，０００円に対しまし

て、収入済額は３９億７，４３１万９，２３６円でございます。 

 続きまして、歳出の主なものについて御説明いたします。１０ページ及び１１ペ

ージをお願いいたします。 

１款議会費の１項１目議会費は、支出済額６２万１，４５６円、執行率は７９．

７％でございます。１節報酬の５３万１，０７６円は、組合議員１４人分の報酬で

ございます。１１節役務費の１，７６０円は、急遽、弔電を打つ必要が生じたため、

流用して執行したものでございます。 

２款総務費の１項１目一般管理費は、支出済額３９億６，６９４万９，６９２円

で、執行率は９９．９％でございます。１節報酬の１８万５，５９０円は、監査委

員の報酬でございます。 

不用額の主な理由は、育児休業、又は休職職員の代替分といたしまして予算計上

しておりました会計年度任用職員報酬につきまして、５年度は該当する職員がいな

かったために未執行となったものでございます。 

２節給料２，７９５万４００円、３節職員手当等２，１７８万２，８７０円は、

総務部総務担当職員７人分の給与支給額でございます。 

１２ページ及び１３ページをお願いいたします。 

４節共済費の１，００１万６，０２１円は、市町村職員共済組合負担金及び地方

公務員災害補償基金負担金でございます。 

１２節委託料の９２５万２，２６０円は、事務事業委託料として、公平委員会事
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務委託料をはじめ７件、施設維持管理委託料として、管理棟清掃委託料をはじめ６

件の委託事業の費用でございます。 

１４ページ及び１５ページをお願いいたします。 

１７節備品購入費の８，８００円は、各種支払い時に使用しておりました公印の

一部が欠け、事務に支障を来すことから、流用をして執行したものでございます。 

３款公債費１項１目利子２２節償還金、利子及び割引料では、資金の一時借入れ

を行いませんでしたので、支出はございませんでした。 

４款予備費につきましても、支出はありません。 

以上、歳出合計といたしまして、予算現額３９億７，２２８万２，０００円に対

しまして、支出済額は３９億６，７５７万１，１４８円、執行率９９．９％で、４

７１万８５２円の不用額となったものでございます。 

１６ページは、「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明につきま

しては省略をさせていただきます。 

１８ページ及び１９ページをお願いいたします。 

「財産に関する調書」を掲載しております。１の公有財産としましては、「(1)

土地及び建物」について、決算年度末現在高の合計は前年度と変動ありません。「(7)

出資による権利」については、決算年度末現在高の計は１０億円で、変動はありま

せん。 

２０ページをお願いいたします。 

２の物品につきましては、健康増進施設開設に伴い、空調機３台、トレーニング

機器９台、体成分分析装置１台、管理システム１台、券売機１台が増加となりまし

た。 

３の債権及び４の基金はございません。 

以上で説明を終わります。 

総務部長（加藤由裕） 

認定第２号「令和５年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算

認定について」御説明申し上げます。し尿処理事業特別会計決算書の２ページ及び

３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額２億３，９６７万５，９９９円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額２億３，０２４万３，２９６円で、



１２ 

３ページ下の歳入歳出差引き残額は、９４３万２，７０３円でございます。 

詳細につきましては、施設管理課長から御説明申し上げます。 

施設管理課長（平松康弘） 

令和５年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明に

つきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

 歳入から御説明いたします。６ページ、７ページをお願いいたします。 

１款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料１節事業総務使用料は、予算現

額、収入済額ともに９，０００円で、衛生センター敷地内の電柱、支線の敷地内占

用に係る土地の使用料でございます。 

２款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに２億１，７３８

万２，０００円で、し尿処理事業に係る東海市、知多市の負担金を一般会計から振

り替えたものでございます。 

３款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額２，２２３万２，０００円に対し

まして、収入済額は２，２２３万２，７４０円でございます。 

４款諸収入、１項１目１節の雑入は、予算現額４万９，０００円に対しまして、

収入済額は５万２，２５９円でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額２億３，９６７万２，０００円に対しまして、収入

済額２億３，９６７万５，９９９円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

８ページ、９ページをお願いいたします。 

１款衛生費１項し尿処理事業費１目事業総務費は、支出済額１，２８４万６，４

７８円で、執行率９６．６％でございます。 

２節給料６６２万６，４００円、３節職員手当等３４９万８，１７１円は、衛生

センター担当職員２人分の給与等支給額でございます。 

４節共済費の２１４万８，５６９円は、主なものとして、共済組合負担金でござ

います。 

１３節使用料及び賃借料は、協議会出席等に係る有料道路通行料ですが、有料道

路を利用する場所での開催が無かったことから支出はありませんでした。 

２目し尿処理費は、支出済額２億１，７３９万６，８１８円で、執行率９６．９％

でございます。 
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１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

１０節需用費の４，３９７万５，０７２円は、施設設備運転用の消耗品、燃料費

及び光熱水費でございます。不用額は、処理用薬品及び燃料等の購入量や単価が、

見込みより減少したことなどによるものです。 

１２節委託料の５，３６０万３，４４０円は、衛生センターの運転維持管理に必

要な水質検査、電気保守管理などを委託したものでございます。 

１４節工事請負費の１億１，８３６万５，５００円は、衛生センターの運転維持

管理に必要な破砕機修繕等の定期修繕工事、循環ポンプ修繕等の計画修繕工事など

を行ったものでございます。 

２款公債費は、支出はありませんでした。 

３款予備費につきましては、支出はございませんでした。 

１２ページ、１３ページをお願いします。 

以上、歳出合計といたしまして、予算現額２億３，９６７万２，０００円に対し

まして、支出済額は２億３，０２４万３，２９６円、執行率９６．１％で、９４２

万８，７０４円の不用額となったものでございます。 

１４ページは、「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明について

は省略させていただきます。 

以上でございます。 

総務部長（加藤由裕） 

認定第３号「令和５年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算

認定について」御説明申し上げます。 

ごみ処理事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額１０２億１６６万６，２０６円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額１０１億７，８５１万４，８９１

円で、３ページ下の歳入歳出差引き残額は２，３１５万１，３１５円でございます。 

詳細につきましては、施設管理課長から御説明申し上げます。 

施設管理課長（平松康弘） 

令和５年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計歳入歳出決算の補足説明に

つきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

歳入から御説明いたします。６ページ、７ページをお願いいたします。 
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１款国庫支出金、１項国庫補助金、１目衛生費国庫補助金、１節のごみ処理事業

費国庫補助金は、予算現額、収入済額ともに２６億９，９３３万３，０００円で、

ごみ処理施設整備・運営事業に対する循環型社会形成推進交付金でございます。 

２款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに１３億９，１５

８万円で、ごみ処理事業に係る東海市、知多市の負担金を一般会計から振り替えた

ものでございます。 

３款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額２億２，５７５万円に対しまして、

収入済額は、２億２，５７５万５８２円でございます。 

４款諸収入の１項１目１節雑入は、予算現額１，０００円に対しまして、収入済

額は２，６２４円でございます。 

５款組合債、８ページ、９ページをお願いいたします。 

１項１目１節組合債は、予算現額、収入済額ともに５８億８，５００万円で、ご

み処理施設整備・運営事業に係る組合債でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額１０２億１６６万４，０００円に対しまして、収入

済額１０２億１６６万６，２０６円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。１０ページ、１１ページをお願い

いたします。 

１款衛生費、１項ごみ処理事業費、１目事業総務費は、支出済額１，８２９万１，

６２３円で、執行率９９．９％でございます。２節給料７９９万６，８００円、３

節職員手当等６１９万８，０２６円は、建設課担当職員２人分の給与等支給額で、

２節に必要な費用を３節及び４節から流用して支出いたしました。 

４節共済費の２７９万９，１９１円は、共済組合負担金及び地方公務員災害補償

基金負担金です。 

８節旅費の６万２５０円は、全国都市清掃研究・事例発表会等に係る旅費を支出

したものでございます。 

１０節需用費の５７万３，７１９円は、主なものとして、消耗品費として、プリ

ンタトナー等の事務用品の購入、印刷製本費として、決算書の印刷製本、情報提供

のため、両市の広報への掲載経費について支出をしたものです。プリンタ修繕に必

要な費用を３節、８節、１２節、１３節及び１８節から流用して支出いたしました。 

１１節役務費の２万２，０００円は、通信運搬費として切手購入費等を支出した
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もので、招待状、納付書、資料等の郵送に必要な費用を１２節から流用して支出い

たしました。 

１２節委託料の５２万４，５９０円は、主なものとして、地下水モニタリング調

査業務を委託したものでございます。 

１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

２目ごみ処理施設建設費につきましては、支出済額１０１億３，９３９万３，８

５１円で、執行率９９．８％でございます。 

２節給料７６６万５，９６０円、３節職員手当等６３２万４，４１３円は、建設

課担当職員２人分の給与等支給額でございます。 

２節に必要な費用を１１節から、３節に必要な費用を４節及び１１節から流用し

て支出いたしました。 

４節共済費の２７０万３，３２８円は、共済組合負担金及び地方公務員災害補償

基金負担金でございます。 

８節旅費の２５万９，８９０円は、関連団体等との協議・調整、材料検査等に伴

う費用でございます。 

１１節役務費の９３０万９，８０６円は、令和６年３月の西知多クリーンセンタ

ーの試験運転に伴う最終生成物の処分に係る費用でございます。 

不用額２，１１０万２，２９７円は、試験運転中のごみを焼却する期間が予定よ

り短くなり焼却量が減少し、ごみを焼却した際に発生する灰等の最終生成物の処理

量が減ったことによるものです。 

１２節委託料の１億２，０６１万３６０円は、主なものとして、ごみ処理施設整

備・運営事業建設工事監理、ごみ処理施設整備・運営事業建設工事検査支援業務を

委託したものでございます。 

１４節工事請負費の９９億９，２２６万８，０００円は、令和２年度から６年度

までの５年間のごみ処理施設整備・運営事業建設工事の５年度分の工事費でござい

ます。 

２款１項公債費、１４ページ、１５ページをお願いします。 

１目利子の２，０８２万９，４１７円は、ごみ処理施設整備・運営事業建設工事

に伴う長期債利子でございます。 

３款予備費につきましては、支出はございませんでした。 
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以上、歳出合計といたしまして、予算現額１０２億１６６万４，０００円に対し

まして、支出済額は１０１億７，８５１万４，８９１円、執行率９９．８％で、２，

３１４万９，１０９円の不用額となったものでございます。 

１６ページは、「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明について

は省略させていただきます。 

以上でございます。 

総務部長（加藤由裕） 

認定第４号「令和５年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入歳出

決算認定について」御説明申し上げます。 

健康増進施設事業特別会計決算書の２ページ及び３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額５，４１８万３，７８３円、歳

出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額５，０６９万５，２３８円で、３ペ

ージ下の歳入歳出差引き残額は３４８万８，５４５円でございます。 

詳細につきましては、施設管理課長から御説明申し上げます。 

施設管理課長（平松康弘） 

令和５年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別会計歳入歳出決算の補足説

明につきましては、事項別明細書により御説明申し上げます。 

  歳入から御説明いたします。６ページ、７ページをお願いいたします。 

1款繰入金の１項１目１節繰入金は、予算現額、収入済額ともに５，１５８万円

で、健康増進施設事業に係る東海市、知多市の負担金を一般会計から振り替えたも

のでございます。 

２款繰越金の１項１目１節繰越金は、予算現額１０５万円に対しまして、収入済

額は２６０万２，３７６円でございます。 

３款諸収入、１項１目１節の雑入は、予算現額１，０００円に対しまして、収入

済額は１，４０７円でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額５，２６３万１，０００円に対しまして、収入済額

５，４１８万３，７８３円でございます。 

続きまして、歳出について御説明いたします。８ページ、９ページをお願いいた

します。 

１款衛生費、１項健康増進施設事業費、１目事業総務費は、支出済額５，０６９
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万５，２３８円で、執行率９８．２％でございます。 

２節給料７１０万４，０００円、３節職員手当等５４１万１，８９７円は、建設

課担当職員２人分の給与等支給額でございます。 

２節に必要な費用を３節から流用して支出いたしました。 

４節共済費の２２８万９，４００円は、共済組合負担金及び地方公務員災害補償

基金負担金でございます。７節報償費の２万４，５９０円は、健康増進施設の愛称

候補選定審査員報償費と愛称考案者へ贈った記念品の費用でございます。 

１２節委託料の３，４８３万２９０円は、主なものとして、健康増進施設開業準

備業務及び健康増進施設整備・運営事業建設工事等監視支援業務を委託したもので

ございます。 

２款予備費、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

１項１目予備費につきましては、支出はございませんでした。 

以上、歳出合計といたしまして、予算現額５，２６３万１，０００円に対しまし

て、支出済額は５，０６９万５，２３８円、執行率９６．３％で、１９３万５，７

６２円の不用額となったものでございます。 

１２ページは、「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明について

は省略させていただきます。 

以上でございます。 

看護専門学校長（鰐部貴久美） 

認定第５号「令和５年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出

決算認定について」御説明申し上げます。 

看護専門学校事業特別会計決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

歳入の決算額は、左側の表の歳入合計の収入済額１億６,１０５万２,０２２円、

歳出の決算額は、右側の表の歳出合計の支出済額１億５,５６０万９,０３９円でご

ざいます。 

３ページ下の歳入歳出差引き残額は、５４４万２,９８３円でございます。 

詳細につきましては、庶務課長より御説明申し上げます。 

庶務課長（石橋謙介） 

令和５年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別会計歳入歳出決算の補足説

明につきましては、事項別明細書にて御説明いたします。 
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歳入から御説明いたします。６ページ、７ページをお願いいたします。 

１款使用料及び手数料、１項１目１節の看護専門学校使用料は、予算現額１，６

２３万２，０００円に対しまして、収入済額は１，６２７万４，２００円でござい

ます。主なものは看護専門学校授業料１，６２５万７，２００円で、これは学生９

６人分の授業料でございます。 

過年度減免額修正分１万１，０００円につきましては、４年度に修学支援制度に

より授業料の減免を受けた学生の減免額算定誤りによる追加徴収分です。 

２項手数料、１目１節看護専門学校手数料は、予算現額３４０万４，０００円に

対しまして、収入済額は４０１万４，０００円でございます。主なものとしては、

看護専門学校受験料９０万円及び看護専門学校入学金２９６万円でございます。 

２款財産収入、１項１目１節土地建物貸付料は、予算現額１３万６，０００円に

対しまして、収入済額は６万９，８９４円でございます。これは、飲料の自動販売

機１台分の設置料金でございます。 

３款繰入金、１項１目１節繰入金の予算額及び収入済額は、同額の１億３，５３

６万４，０００円でございます。 

４款繰越金は、８ページをお願いいたします。 

１項１目１節繰越金は、当初予算額５５１万７，０００円に対しまして、収入済

額は５２７万８，４５７円でございます。 

５款諸収入、１項１目１節雑入は、当初予算額４万４，０００円に対しまして、

収入済額は５万１，４７１円でございます。 

以上、歳入合計は、予算現額１億６，０６９万７，０００円に対し、収入済額は

１億６，１０５万２，０２２円でございます。 

続きまして、歳出を御説明いたします。 

１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

１款看護学校費１項１目事業総務費は、人事異動及び人事院勧告による給与改定

等により６６万２，０００円の増額補正を行いました。これにより、予算現額計１

億４，３５７万円に対しまして、支出済額は１億４，０８５万７，４４９円で、執

行率９８．１％でございます。 

１節報酬は、事務の会計年度任用職員２人分の報酬でございます。 

２節給料、３節職員手当等、４節共済費は、学校長をはじめ常勤職員１５人の人
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件費でございます。 

１２節委託料につきましては、職員健康診断等委託料をはじめ、１１件の委託料

でございます。 

１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

１３節使用料及び賃借料につきましては、電子複写機借り上げ料をはじめ７件で、

このうちパソコン借り上げ料は、学生の教育用パソコン等の借り上げ料でございま

す。 

１７節備品購入費につきましては、施設備品として学生の教室３室、面接室及び

講師室の空調機を更新しました。また、新入学生が定員より６人増加したため、１

０節需要費から１２万３，６００円を流用し、学生用のロッカー２台を購入したも

のです。 

２２節償還金、利子及び割引料は、学生２名が高等教育の修学支援制度により減

免となったため、入学金の一部を返還したものです。 

２目看護専門学校費につきましては、１目で増額補正をした額と同額の６６万２,

０００円を減額補正をし、予算現額１，６６２万７，０００円に対しまして、支出

済額１，４７５万１，５９０円、執行率８８．７％でございます。 

１節報酬は、実習指導を行う会計年度任用職員４人分でございます。 

７節報償費のうち、講師謝礼は、公立西知多総合病院の医師以外の外部講師等に

支払った謝礼でございます。 

１０節需用費のうち、授業がオンラインから対面に戻り、授業資料を印刷する印

刷機の使用量の増加によりインク等消耗品費が不足したため、１２節委託料から２

０万６，３７０円流用しました。 

１２節委託料のうち講師等委託料は、公立西知多総合病院の医師に講師料として

病院に支払ったものでございます。実習委託料は、学生が各施設で実習した場合、

１日当たりの単価を決めて実習した日数分の支払いをしたものでございます。 

１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

１７節備品購入費につきましては、図書７５冊を購入したものです。 

２款予備費につきましては、支出はございませんでした。 

以上、歳出合計は、予算現額１億６，０６９万７,０００円に対し、支出済額は１

億５，５６０万９，０３９円で、執行率９６．８％、５０８万７，９６１円の不用
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額となりました。 

１６ページ「実質収支に関する調書」を掲載しておりますが、説明につきまして

は、省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

病院事務局長（許斐正啓） 

 認定第６号「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定について」は、

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定をお願いするものであり

ます。 

それでは、病院事業会計決算書につきまして、御説明申し上げます。４ページ、

５ページをお願いいたします。 

この決算報告書は、消費税込みで表示しており、備考欄に消費税額を表示してお

ります。 

（1）収益的収入及び支出でございますが、収入の第１款病院事業収益は、右から

３列目、決算額１５１億２，１３５万３，２３５円で、予算額に比べ、２億９，３

１９万３，２３５円の増となりました。 

次に、支出の第１款病院事業費用は、右から４列目、決算額１４６億８，９５２

万７４円で、不用額は２億６，１７４万９，９２６円となりました。 

続きまして、６ページ、７ページをお願いいたします。 

（2）資本的収入及び支出でございますが、収入の第１款資本的収入は、右から３

列目、決算額１３億９，９９７万５，７８２円で、予算額に比べ１億４，４８１万

４，２１８円の減となりました。 

次に、支出の第１款資本的支出は、右から６列目、決算額２０億４，７９５万９，

６８０円、不用額は８，７９５万３２０円となりました。 

なお、詳細につきましては、管理課長から御説明申し上げます。 

管理課長（谷川正仁） 

「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定」の補足説明をさせてい

ただきます。９ページをお願いいたします。「財務諸表」でございます。 

  まず、１１ページは「損益計算書」で、令和５年４月１日から令和６年３月３１

日までの期間における病院の収支状況を明らかにするものでございます。 

１医業収益の合計は１２７億６，４６６万７，９８９円、２医業費用の合計は１
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３９億４，９６０万２，８６８円で、この差額の「医業損失」は、右側、１１億８，

４９３万４，８７９円でございます。 

３医業外収益の合計は１９億６,４４２万１，３４９円、４医業外費用の合計は５

億８，３８８万７，３８４円で、この差額は１３億８，０５３万３，９６５円のプ

ラスとなり、先ほどの医業損失と合算した「経常利益」は、１億９，５５９万９，

０８６円でございます。 

５特別利益の合計は３億２４１万１，６０３円、６特別損失の合計は８，９２０

万１，１５５円で、この差額は２億１，３２１万４４８円のプラスとなり、先ほど

の経常利益と合算した「当年度純利益」は４億８８０万９，５３４円でございます。

前年度繰越欠損金が１７億９，４７０万９，６９１円ですので、先ほどの当年度純

利益を合算した「当年度未処理欠損金」は１３億８，５９０万１５７円となります。 

  １２ページの「剰余金計算書」をお願いいたします。 

この計算書は、１５ページの貸借対照表の「資本の部」の剰余金の詳細となって

おります。 

１２ページに戻っていただき、下の表「欠損金処理計算書（案）」につきまして

は、一番右の列、未処理欠損金１３億８,５９０万１５７円を繰越欠損金として処理

しようとするものでございます。 

  １４ページの「貸借対照表」をお願いいたします。 

令和６年３月３１日現在の病院事業における財政状況を明らかにするものでござ

います。 

初めに、「資産の部」でございます。 

１固定資産の合計は、このページの右側、１２８億８，６３７万８，３１７円、

２流動資産の合計は、その下、７５億１，４９０万３，０９５円で、一番下、資産

合計は２０４億１２８万１，４１２円でございます。 

続きまして、１５ページは「負債の部」で、３固定負債の合計は、右側、１３５

億３，１２６万８，５９８円、４流動負債の合計は、その下、２６億８，５８９万

６，００４円、５繰延べ収益の合計は、その下、１０億９，７３３万３，３９８円

で、負債合計は１７３億１，４４９万８，０００円でございます。 

その下、「資本の部」でございますが、６資本金の合計は４３億９,４２０万３,

９４２円、７剰余金の合計は、その下、マイナス１３億７４２万５３０円で、その
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下、資本合計は３０億８，６７８万３，４１２円となり、その下、負債資本合計は

２０４億１２８万１，４１２円で、１４ページの一番下、資産合計と一致するもの

でございます。 

１６ページから１８ページまでは「注記」といたしまして、ローマ数字Ⅰの「重

要な会計方針」など、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等をこの「注記」

の記載のとおり作成しているものでございます。 

  続きまして、１９ページからは「事業報告書」となります。 

２０ページをお願いします。 

初めに、「１概況」の「(1)総括事項」でございますが、令和５年度の病院事業は、

昨年５月８日に新型コロナウイルス感染症が２類感染症から５類感染症に引下げが

行われる中、病院としては引き続き感染対策に留意しながら、「公立西知多総合病

院経営強化プラン（２０２３年度～２０２７年度）」の開始年度として、アフター

コロナを見据えた病院運営の体制整備に努めてまいりました。 

具体的には、手術支援ロボット「ダビンチ」の導入、「分娩」の取扱い開始、名

古屋鉄道の新駅である「加木屋中ノ池」の開業に合わせて空中歩廊の整備を進め、

病院アクセスの向上に努めました。また、地域のがん診療の提供体制の充実を図る

ための整備を行い、令和６年４月に「愛知県がん診療拠点病院」の指定を受けまし

た。 

「ア患者の状況」ですが、入院延患者数１１万８，６４８人、１日平均３２４.

２人、外来延患者数２０万３，０９２人、１日平均８３５.８人となりました。 

「イ経理の状況」としましては、収益的収支で、病院事業収益は、前年度に比べ、

１.１％減の１５０億３，１５０万９４１円、病院事業費用は、前年度に比べ、３.

３％増の１４６億２，２６９万１，４０７円で、収支差引きは４億８８０万９，５

３４円の純利益となりました。 

２１ページをお願いいたします。 

資本的収入は、新駅接続のための空中歩廊等設置工事及び医療機器等の購入のた

めの企業債７億４，８６０万円、一般会計負担金５億９，８９２万円など、総額で

１３億９，９９７万５，７８２円となりました。 

資本的支出は、空中歩廊等設置工事及び「ダビンチ」等医療機器購入のための建

設改良費９億１，７４５万２，５５０円及び、企業債償還金１０億９，７４４万７，
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１３０円並びに看護師等修学資金貸与制度による投資３，３０６万円で、総額２０

億４，７９５万９，６８０円となりました。 

次に「（2）経営指標に関する事項」でございますが、令和５年度における経営成

績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、経営改善は進んでいるものの、

新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金の減額などにより、前年度に比べ５.

０％減の１０１.３％でございます。 

また、一般会計からの繰入金を除いた修正医業収支比率は、前年度に比べ３.５％

増の８９.６％、病床利用率は、新型コロナウイルス感染症対応として１病棟を通常

運用していないこともあり、前年度に比べ１.８％増の６９.３％でございました。 

２３ページをお願いいたします。 

「２工事」の「(1)建設改良工事の概況」ですが、令和６年３月の名古屋鉄道の新

駅開業に合わせ、２か年の継続事業として実施する「公立西知多総合病院空中歩廊

等設置工事」が完了いたしました。 

続きまして、２４、２５ページをお願いいたします。 

「３業務」の「(1)業務量」は、診療科ごとの入院及び外来診療の患者数でござい

ます。 

２７ページをお願いします。 

「４会計」の「(2)企業債及び一時借入金の概況」の「ア企業債」では、財務省か

ら空中歩廊設置工事のために１億４,１１０万円を、また、株式会社名古屋銀行から

「ダビンチ」をはじめとした医療機器の購入のために６億７５０万円を借り入れた

ものでございます。 

２８ページをお願いいたします。 

「５他会計負担金等の使途の特定」でございます。５年度は、両市から合計２０

億９，１７０万円を繰り入れていただきましたが、その内訳としまして「ア収益的

収入」の一般会計負担金９億９，８６７万円、一般会計補助金３億１，３４６万円、

退職手当相当額負担金１億３，４８０万円、また、「イ資本的収入」の一般会計負

担金５億９，８９２万円、一般会計補助金４,５８５万円の５項目へ振り分けており

ます。 

２９ページは「その他の書類」で、３０ページをお願いいたします。 

「キャッシュ・フロー計算書」でございます。「１業務活動によるキャッシュ・
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フロー」、「２投資活動によるキャッシュ・フロー」、「３財務活動によるキャッ

シュ・フロー」の３つの合計は、下から３行目の「資金増加額」１１億１，２７３

万６，９３４円で、その下「資金期首残高」４１億８,３９８万６，６６９円を加え

た最下段「資金期末残高」が５２億９，６７２万３，６０３円となり、１４ページ

の貸借対照表、２流動資産の（1）現金預金と合致するものでございます。 

３１ページから３７ページまでは、収益費用明細書、３８、３９ページは、固定

資産明細書、４０、４１ページは、企業債明細書を掲載しております。 

以上で補足説明を終わります。よろしく御審議いただき、御認定いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

議長（北川明夫） 

次に、代表監査委員から、決算審査の結果について御報告をお願いいたします。 

代表監査委員（小幡勇次） 

令和５年度西知多医療厚生組合一般会計、し尿処理事業特別会計、ごみ処理事業

特別会計、健康増進施設事業特別会計、看護専門学校事業特別会計及び病院事業会

計決算の審査結果につきまして、御報告を申し上げます。 

地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第２項及び地方公営企業

法第３０条第２項の規定により、組合管理者から審査に付されました決算につきま

して、江川祐之委員とともに審査を実施いたしました。 

一般会計及び特別会計の審査の方法は、各会計の歳入歳出決算書、決算事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に基づき、その計数の正否を確

認するため、関係諸帳簿を審査するとともに予算の執行については、地方自治法第

２条第１４項及び地方財政法第４条の規定の本旨に沿って適正に実施されたかどう

かについて審査を実施いたしました。 

また、病院事業会計の審査の方法は、経営内容を把握するため、その計数の分析

を行い、経済性の発揮及び公共性の確保を主眼として審査を実施いたしました。 

その結果につきましては、お手元に配付されております令和５年度西知多医療厚

生組合決算審査意見書のとおりでございます。 

以上、簡単ではございますが、決算の審査結果の報告といたします。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（休憩 午後２時３２分） 
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（再開 午後２時４０分） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

議長（北川明夫） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議長（北川明夫） 

  これより質疑に入ります。 

初めに、認定第１号「令和５年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認定

について」の質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって認定第１号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第２号「令和５年度西知多医療厚生組合し尿処理事業特別会歳

入歳出決算認定について」の質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって認定第２号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第３号「令和５年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特別会計

歳入歳出決算認定について」質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって認定第３号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第４号「令和５年度西知多医療厚生組合健康増進施設事業特別

会計歳入歳出決算認定について」質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって認定第４号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第５号「令和５年度西知多医療厚生組合看護専門学校事業特別

会計歳入歳出決算認定について」質疑の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 
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ないようですので、これをもって認定第５号の質疑を終結いたします。 

続きまして、認定第６号「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計決算認定

について」質疑の発言を許します。 

９番（伊藤正明） 

病院事業会計決算認定について、２つばかり御質問させていただきます。 

ページ数２１ページ、事業報告書１概況（２）経営手法に関する事項、修正医業

収支比率は、令和元年度から令和５年度にかけて毎年度の収支比率はアップしてい

るが、その理由についてお伺いします。 

２つ目、２７ページ、医業報告書４の会計（１）重要契約の要旨のうち、医療機

器の選定方法及び契約方法について、お伺いします。 

２点、よろしくお願いします。 

管理課長（谷川正仁） 

御質問の１点目、修正医業収支比率が毎年度アップしている理由でございますが、

経営指標の１つである「医業収支比率」は、病院の本業であります医業活動から生

じる医業費用に対する医業収益の割合を示すもので、「修正医業収支比率」は医業

収益から他会計負担金、両市からの繰入金を除いた指標となります。 

指標としては、１００％を超えてはいないものの、令和元年度から令和５年度ま

では数値の改善ができております。 

主な理由といたしましては、まず、医師の確保に努めたことがあります。平成３

１年４月に６９名であった常勤医師は、令和６年３月には８６名となりました。 

また、新規入院患者の獲得、急性期病院として診療の質の向上に努め入院診療単

価の増を図り、令和５年度では、いずれも新規入院患者１日当たり２６．６人、入

院診療単価は１人当たり６万５，７６３円と過去最高とすることができました。 

外来におきましても、コロナ禍で一時は落ち込んだものの、１日当たり外来患者

数はコロナ前に回復し、化学療法件数の増などにより外来診療単価も年々増加して

おります。特に、紹介初診患者数は、令和５年度に初めて９，０００人を上回るな

ど、開業医の先生方との連携体制も良好に築けていると考えております。 

以上の取組により、令和元年度以降は毎年度約５億円の収益増ができたことによ

り、収支の改善に至ることができています。ただし、人件費や物価の高騰等、病院

を取り巻く状況は楽観できるものではなく、今後はさらに病院経営に厳しい目を向
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けつつ、この地域の中核病院としての役割を十分に発揮できるよう努めてまいりた

いと考えております。 

続きまして、御質問の２点目「重要契約の要旨のうち、医療機器の選定方法及び

契約方法」についてでございますが、医療機器の選定に当たりましては、病院内に

委員会を設けて毎年選定を行っております。 

委員会には２つあり、１つは「病院整備委員会」、その下部組織として「医療機

器選定小委員会」を設置しております。両委員会とも医師を委員長とし、看護局、

臨床工学科、事務局の職員で構成されており、「病院整備委員会」で来年度の方針

及び予算額を設定後、各診療科等から提出された購入希望品を「医療機器選定小委

員会」でヒアリングを実施しながら、優先度・必要性等を重視して選定を行ってお

ります。その後、小委員会での選定結果を「病院整備委員会」及び最終意思決定機

関である「幹部会議」を経て購入医療機器の決定を行っております。 

次に、実際の医療機器の契約方法につきましては、指名競争入札で実施し、公正

な手続の下、適正価格で購入しております。 

以上でございます。 

９番（伊藤正明） 

ありがとうございました。 

議長（北川明夫） 

他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって認定第６号の質疑を終結いたします。 

これより一括討論に入ります。討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議長（北川明夫） 

ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決をいたします。 

議長（北川明夫） 

日程第６、認定第１号「令和５年度西知多医療厚生組合一般会計歳入歳出決算認

定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は、挙手を願います。 
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（全員挙手） 

議長（北川明夫） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（北川明夫） 

続きまして、日程第７、認定第２号「令和５年度西知多医療厚生組合し尿処理事

業特別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は、

挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（北川明夫） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（北川明夫） 

続いて、日程第８、認定第３号「令和５年度西知多医療厚生組合ごみ処理事業特

別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は、挙

手を願います。 

（全員挙手） 

議長（北川明夫） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（北川明夫） 

  続いて、日程第９、認定第４号「令和５年度西知多医療厚生組合健康増進施設事

業特別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は、

挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（北川明夫） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（北川明夫） 

続いて、日程第１０、認定第５号「令和５年度西知多医療厚生組合看護専門学校
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事業特別会計歳入歳出決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方

は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（北川明夫） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（北川明夫） 

続いて、日程第１１、認定第６号「令和５年度西知多医療厚生組合病院事業会計

決算認定について」、原案のとおり認定することに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

議長（北川明夫） 

ありがとうございました。全員の賛成を得ました。 

よって、本案は原案のとおり認定されました。 

議長（北川明夫） 

以上をもちまして、本日の定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたし

ました。 

ここで管理者から発言の申出がありますので、この際、これを許します。 

管理者（宮島壽男） 

議長のお許しをいただきましたので、第３回定例会の閉会に当たりまして、一言

御礼の御挨拶を申し上げます。 

本日は、慎重に御審議をいただき、御議決を賜りましたことに厚く御礼申し上げ

ます。今後とも、議員各位の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ

まして、簡単ではございますが挨拶に代えさせていただきます。 

ありがとうございました。 

議長（北川明夫） 

これをもちまして、令和６年第３回西知多医療厚生組合議会定例会を閉会いたし

ます。終始御協力、ありがとうございました。 

（１１月２２日 午後２時４５分 閉会） 
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